
海空運健康保険組合 TEL  03-3271-7524

業務上災害・通勤災害に健康保険は使えない！使わない！
次のケースは労災保険（労働者災害補償保険）での受診になります。  詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

※1：出張・営業中でも私的行為により業務災害にならない場合があります。　　※2：一戸建ての自宅敷地内でのケガは「通勤災害」になりません。　　※3：居酒屋などに長時間立ち寄った際のケガ等は日常生活上必要な行為には該当せず、通勤経路からの逸脱や中断となるため「通勤災害」にはなりません。

仕事の準備や片付け、
作業中のケガ

出張、営業（外勤）中の
ケガ※1

就業時間中にトイレに
行く等の生理的行為の
際のケガ

自宅マンションの共用部分
の通路や階段、路上、駅の階
段での転倒等によるケガ※2

出勤途中の電車の乗降時
にドアに指をはさまれる等
のケガ

日常生活上必要な行為（病院での受診、
スーパーでの買い物等）の後、通勤経路
に戻ってからのケガ※3

仕事を終えて更衣室に
行く途中の階段での転
倒等によるケガ

労災Q&A 労災保険対応の
医療機関等が
近くにない時は？

医療費の全額（10割）をいったん立て替え払いし、すみやかに職場
の担当者に申し出て、労災保険へ請求してください。
労災保険対応の医療機関等の窓口で労働災害に該当する旨を伝
えた場合は自己負担なしで受診することができます。

作業中にケガをしたが、
軽傷なので健康保険証を提示して
受診してしまったら？

ケガの程度に関わらず健康保険での受診はできません。
健康保険から労災保険への切り替え手続きが必要となります。
すみやかに職場の担当者に申し出て、健保組合にもご連絡くだ
さい。

傷病原因の照会について 適正な保険給付を行うため、外傷性疾病について文書にて負傷原因を確認させていただく場合がありますので、提出のご協力をお願いします。

⇒ ⇒

業務中の
病気やケガ

通勤中の
病気やケガ


